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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が利用する日中活動のサービスには、生活介護、自立訓練、就労移行支

援等の障害福祉サービス事業のほか、市町村が地域の実情や利用者の特性に応じて実施

する地域活動支援センター等様々なものがあります。障害のある人の地域での生活を実現

するには、住まいの場の確保とともに、ニーズや個性に応じたサービスをできるだけ身近な

地域で利用できるよう、日中活動の場の整備が必要です。また、身体障害、重症心身障害

の状態にある人（子どもを含む）が利用可能な日中活動の場の整備が必要です。 

日中活動の場の一層の整備に加えて、家族等の支援のためにも、短期入所事業を併設

するなど、ニーズに応えるために柔軟な対応が求められます。 

日中活動の場としては、障害福祉サービス事業所の整備の促進を図るとともに、地域活

動支援センター等について、本県独自の事業として常時介護が必要な重度障害のある人

のための加算補助制度や、就労移行を促進するための加算補助制度及び家賃への一部

補助制度等を行っています。 

特別支援学校や特別支援学級に通う子どもたちについては、学校の長期休暇や放課後

の地域での療育支援体制及び家族への支援体制として、放課後等デイサービスなどととも

に、卒業後、地域で生活するための日中活動の整備が必要です。 

 

障害のある人の高齢化や重度化・重複化が進んでおり、同居している家族等の高齢化へ

の対応も求められています。「親亡き後」でも、地域で安心して暮らしていくため、地域生活

を支援する機能を持ち備えた拠点整備の促進が必要です。 

地域活動支援センターは、障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社

会との交流の促進等の便宜を図る事業です。仲間づくりや地域住民との交流の場としての

機能をはじめ、地域活動支援センターに求められる機能や役割は多様です。しかし、地域

によっては視覚障害のある人、聴覚障害のある人など、障害特性に応じたサービス提供が

十分でないなどの指摘もあります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   様々な障害のある人のニーズに応じた日中活動の場の充実のため、限られた社会

資源を有効に活用するとともに、個々の特性やニーズに応じて利用可能な日中活動

の場の整備を促進します。 

また、利用ニーズが多いものの社会資源の少ない医療的ケアができる生活介護な

どの日中活動の場や、利用者の体調の変化等、必要に応じて一時的に利用すること

ができる短期入所事業所など、量的・質的拡充に努めます。  

 

（２）日中活動の場の充実 



第２部 現状と課題及び今後の施策の方向性（１ 入所施設から地域生活への移行の推進） 

30 
 

②   特別支援学校に通う重症心身障害の状態にある子どもや肢体不自由のある子ども、

特別支援学級に通う障害のある子どもの放課後等デイサービスなどの日中活動の場

の整備を促進します。 

特別支援学校の再編等に伴い、通学先が変わる子どもたちが、放課後等に利用で

きる場が確保されるよう、教育委員会や関係市町村等と連携し、整備を促進します。 

 

③   ライフステージに応じた地域生活支援を推進するため、国の検討状況を踏まえなが

ら高齢期の障害のある人に対する支援のあり方についての検討を行います。地域の

実情や障害のある人や子どものニーズを十分に把握したうえで、障害児（者）入所施

設やグループホームの居住支援機能と相談支援機能や短期入所などの地域支援機

能等を持つ地域生活支援拠点整備や、地域における複数の機関が分担して地域生

活拠点と同様な機能を担う体制整備をします。 

 

④   市町村が実施する地域活動支援センターの充実を図るため、地域の特性に応じた

支援ができるよう、国に対して必要な財源の確保を引き続き要望します。 

また、地域活動支援センターの実態把握を踏まえ、手話通訳の配置などのコミュニ

ケーション支援の要否を問わず障害のある人が等しく適切な支援を受けられるよう、実

施主体である市町村と協議しながら､県独自の補助制度の見直しを検討し、地域活動

支援センターの充実に向けた支援を行います。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

４ 
地域生活支援拠点等の

整備 
― ― ― １６ 

 

５ 
地域活動支援センター所

在市町村 
３５ ― ― ５４ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

入所施設（障害者支援施設）は、地域生活が困難な障害のある人への日中夜間を通じた

ケアと生活に必要な訓練等を行う施設であり、一定の機能回復や生活訓練等を通じて在宅

生活、地域生活への復帰を支援する役割も担っています。 

本計画の成果目標である施設入所者の地域生活への移行を促進するためには、地域に

移行した障害のある人に対する専門的な相談支援や日中活動の場の提供、短期入所など

の機能が地域において必要です。 

また、地域で生活している障害のある人の高齢化や重度化が進んでおり、在宅の障害の

ある人が高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けることができる環境整備が必要です。

それとともに、施設入所が必要な人の増加も予想されることから、住まいとしてのあり方や、

その役割については引き続き検討課題となっています。 

強度行動障害のある人に対する支援については、千葉県袖ヶ浦福祉センターにおいて、

県立施設としての役割を明確にするため、民間施設で支援が困難な人を受け入れるという

方針を掲げてきた結果、県内各地から最重度の利用者がセンターに集中したため、組織・

人材ガバナンスが困難になるなど、虐待のリスクが増大していたと指摘されています。 

今後は、県内各地で強度行動障害のある人への支援を実施する体制の構築を図るととも

に、千葉県袖ヶ浦福祉センターからの支援ノウハウの情報発信やセンターと民間施設との連

携についても検討する必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点（地域交流・避難拠点等）と

して、入所施設の機能の積極的な活用を図るとともに、引き続き、重度の障害を持つ

人や医療的ケアが必要な人の施設入所支援、短期入所等のニーズの受け皿として入

所施設（障害者支援施設）は重要な役割を担っています。施設の一層の小規模化、

個室化、バリアフリー化や高齢化に対応した改修等を支援し、安全・安心な住まいの

場を確保するよう、努めます。 

 

②   障害のある人の地域生活支援の推進のための地域生活支援拠点等の整備により、

地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する障害のある人に対する

支援等に努めます。 

  以下により、地域連携の体制づくりを推進します。 

（ア） 入所施設やグループホームの居住支援機能 

（イ） 短期入所、地域相談支援・地域生活支援事業の活用などによる地域生活

（５）入所施設の有する人的資源や機能の活用 
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支援機能 

（ウ） 生活介護、就労支援等の日中活動 

（エ） 訪問介護などの在宅医療等の一体的な整備及びコーディネーターの配置 

等

  

③   障害程度の重い人や、医療的ケアを必要とするなど入所による支援が必要となる

人のサービス提供に不足が生じないよう、グループホーム等での生活が可能な人に

ついては、障害者支援施設（入所施設）からの地域移行を推進します。また、医療的

ケアが必要な障害程度の重い人等を受入れる短期入所事業所の拡充に努めます。あ

わせて、地域での支援が困難な障害のある人に対しては、障害者支援施設（入所施

設）の果たす役割が引き続き重要であることに留意しつつ、障害者支援施設（入所施

設）の有する人的資源や機能を地域生活の支援に活用することで、地域移行が可能

となる環境づくりを推進します。 

 

④   強度行動障害のある人に対する支援については、「強度行動障害のある方への支

援体制構築事業」及び「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果

や課題、また、千葉県袖ヶ浦福祉センター利用者の地域移行に向けた取組状況を踏

まえ、「強度行動障害のある方への支援のあり方検討会」において、障害者支援施設

（入所施設）で支援が必要な人や支援のあり方についての考え方、障害者支援施設

（入所施設）のバックアップ機能の向上について検討します。 

   また、千葉県袖ヶ浦福祉センターと民間施設等との連携を強化するとともに、研修

の受講促進や充実により人材育成を進め、民間法人により、県内各地で強度行動障

害のある人への支援を実施する体制の構築を図ります。 

   

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

10 
指定障害者支援施設の

必要定員総数 
４，７３７ ― ― ４，７００ 

 

11 
地域生活支援拠点等の

整備（再掲） 
― ― ― １６ 

 

 

 

 


